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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
山
崎
誠
君
提
出
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
の
持
続
可
能
性
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
輸
入
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
に
必
要
と
さ
れ
る
「
認
証
」
」
は
、
平
成
十
八
年
二
月
に
林
野
庁
に
お
い
て
策

定
し
た
「
木
材
・
木
材
製
品
の
合
法
性
、
持
続
可
能
性
の
証
明
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
以
下
「
林
野
庁
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
御
指
摘
の
「
三
つ
の
方
法
」
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
「
木
材
・
木
材
製
品
の
合
法
性
、
持
続
可

能
性
」
の
証
明
を
指
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
九
条
第
四
項

の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
事
業
計
画
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
に
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
に
お
い
て

策
定
し
た
御
指
摘
の
「
事
業
計
画
策
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
）
」
に
お
い
て
、
輸
入
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
に
係

る
「
燃
料
調
達
に
関
す
る
体
制
に
お
い
て
、
持
続
可
能
性
（
合
法
性
）
が
証
明
さ
れ
た
木
材
・
木
材
製
品
を
用
い
て
い
る
こ

と
を
証
明
す
る
こ
と
」
と
し
、
そ
の
証
明
の
「
詳
細
」
に
つ
い
て
林
野
庁
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
参
照
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

当
該
証
明
の
方
法
と
し
て
林
野
庁
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
第
三
者
機
関
の
認
証
は
、
独
立
し
た
森
林
認
証



 

２ 

 

機
関
が
定
め
た
基
準
に
基
づ
き
、
第
三
者
機
関
が
森
林
を
経
営
す
る
者
の
森
林
管
理
水
準
を
評
価
・
認
証
す
る
仕
組
み
で
あ

る
こ
と
等
か
ら
、
輸
入
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
に
係
る
「
木
材
・
木
材
製
品
の
合
法
性
、
持
続
可
能
性
」
を
証
明
す
る
た
め
に
適

切
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
お
尋
ね
の
「
輸
入
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
燃
料
に
関
し
て
」
「
個
別
の
第
三
者

認
証
の
内
容
が
十
分
で
あ
る
か
に
つ
い
て
」
の
「
検
討
」
は
現
時
点
に
お
い
て
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。 


